
標識・約款・旅行条件書 

 

海外旅行のご案内 

この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面の一部となります。 

毎度当社をご利用いただき、まことにありがとうございます。  

当社では、お客様のご希望によって旅行業務をお引き受けする場合、このご案内に記載された条件によってお引き受けいたしま

す。  

あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。また、このご案内に記載のない事項については当社旅行業約款によりま

す。  

1．手配旅行のお申込み 

当社は、お客様のご希望に添ったご旅行の手配を承ります。 当社に旅行計画から旅程管理までお任せいただく場合には受注型

企画旅行契約として、お客様ご自身で旅行の計画をなさる場合は手配旅行契約としてお引受けいたします。  

受注型企画旅行、手配旅行いずれの場合も必要事項をお申し出の上、旅行代金の 20％相当額の申込金を添えてお申し込みくださ

い。当社業務の都合上、専用の書面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は旅行代金の一部として取扱います。残

額は当社の指定する日までにお支払い下さい。お申し込みいただくご旅行の契約は当社が契約の締結を承認し、申込金を受領した

時に成立いたします。また、当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより旅

行契約を成立させることがあります。さらに、当社は運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約におい

て旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け

付けることがあります。

 



2．ご旅行相談 

当社は、お客様のご希望により、ご旅行日程の作成、ご旅行費用見積書の作成、運送機関・ホテル・観光個所などに関する旅行

情報の提供などのご旅行相談を承ります。ご希望の方は 所定の申込書によりお申込みいただくか、その旨係員にお申しつけくだ

さい。 当社が契約の締結を承諾したときに契約は成立いたします。お引き受けする場合は、当社旅行業約款、旅行相談契約の部

により下記の相談料金を申し受けます。

 



3．渡航手続代行（料金） 

当社は、お客様のご希望により下記別表に定める渡航手続に関する代行業務を承ります。ご希望の方は、所定の申込書によりお

申込いただくか、 その旨係員にお申しつけください。当社が、申込書を受理し契約の締結を承諾したときに契約は成立いたしま

す。なお、本契約はお客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。 

また、お申込いただかない場合、ED カードの入手・作成、旅券の確認、査証の確認、旅券査証の申請等の渡航手続は、お客様自

身で行なっていただくことになりますので、予めご了承ください。お引き受けする場合、下記の料金を申し受けます。
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2022 年 4 月の基準に基づきます。 

（更新日：2022 年 4 月 1 日） 


